
新型コロナウイルス感染症（追加措置の発表） 

 

 

１ １０月１７日、チリ保健省は、官報にて新型コロナウイルス感染防止のた

めの追加措置を発表しました。その概要は以下のとおりです。 

（１）外国からチリに入国する者に対して義務化している１４日間の自宅待機

措置を、SARS-CoV-2 の PCR 検査結果の陰性証明書の提示をもってその義務を免

除する（当館注：なお、当国は引き続き国境閉鎖措置を継続しており、外国人

の入国は基本的に居住者にしか認められていません）。 

（２）但し、PCR 検査を外国で実施した場合、結果判明からチリへの入国が 72

時間以内でなければならない。また、外国で実施される PCR 検査は、同国の保

健当局によって承認された検査機関によるものでなければならない。 

 

２ 上記１について、経済産業省は厚生労働省と連携し、邦人渡航者が渡航先

国の要求に応じた PCR 検査等が可能な本邦医療機関を公表しております（以下

URL 参照）。当館では公表されている本邦医療機関による COVID-19 陰性証明書

が今回の措置に適用するか確認しており、詳細が判明次第、ホームページ等を

通じ広報いたします。 

（海外渡航者新型コロナウイルス検査センター） 

 https://www.meti.go.jp/policy/investment/tecot/top.html 

 

３ １０月１９日時点で、チリ国内では４９３，３０５名（死亡者１３，６７

６名）のコロナウイルス感染者が確認されています。夜間外出禁止令や義務的

自宅待機措置に従い、自宅待機を行うとともに、引き続き、最新の関連情報を

報道や下記ホームページ等で収集し、感染予防に努めて下さい。万が一、警察

による検問、医療機関等で隔離されるなど援護が必要な場合は在チリ大使館ま

でご連絡ください。  

＜情報参考 HP＞ 

・チリ保健省 

https://www.minsal.cl/ 

・チリ保健省（チリにおけるコロナウイルス感染者数） 

https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-ncov/casos-confirmados-

en-chile-covid-19/ 

・チリ政府（コロナウイルス関連） 

https://www.gob.cl/coronavirus/ 

・厚生労働省ホームページ 



https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html  

・法務省ホームページ 

http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html 

・外務省海外安全ホームページ 

https://www.anzen.mofa.go.jp/ 

・当館ホームページ 

https://www.cl.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html  


